[bookmark: _29dd43x5skd6]廃棄物処理委託契約書

本契約は、●●（以下「甲」という。）が発生させる廃棄物の処理に関し、●●（以下「乙」という。）へ委託するにあたり必要な条件を定めるものである。甲および乙（以下「両当事者」という。）は、次のとおり本契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _ov3dqi2au378]第1条（目的）
本契約は、甲が事業の過程で発生させる産業廃棄物等の処理について、乙が法令に従い適正に処理を行うため、両当事者の権利義務関係を明確にすることを目的とする。

[bookmark: _ff5p6yf3f6y5]第2条（定義）
本契約における用語の定義は、次のとおりとする。
1. 「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）に定める産業廃棄物および特別管理産業廃棄物をいう。
2. 「処理」とは、収集、運搬、中間処理、最終処分その他廃掃法に定める行為をいう。
3. 「管理票（マニフェスト）」とは、廃掃法に基づき交付・保存が義務付けられた管理票をいう。

[bookmark: _esgyyjqsmjr1]第3条（委託の範囲）
1. 甲は乙に対し、別紙に定める種類・数量の廃棄物について、処理（収集運搬又は中間処理・最終処分）を委託する。
2. 乙は、前項に基づき、法令に適合する施設・設備・体制をもって処理を行うものとする。
3. 処理の一部を乙が他の業者に再委託する場合、法令に定める範囲で甲の事前承諾を得るものとする。

[bookmark: _vqdti5fhd4zr]第4条（委託料）
1. 委託料は、廃棄物の種類・数量・性状・処理方法等を考慮し、別紙料金表のとおりとする。
2. 実際の数量が見積数量と異なる場合、実績に基づき金額を調整する。
3. 甲は乙からの請求書を受領後、指定期日までに委託料を支払う。

[bookmark: _c04j62glgfji]第5条（甲の義務）
1. 甲は廃棄物の種類・数量・性状について正確な情報を乙へ提供する。
2. 廃棄物に特別管理産業廃棄物が含まれる場合、法令に従い必要な表示・容器管理を行う。
3. 甲は管理票を交付し、乙の返送した控えを適切に保存するものとする。
4. 甲は、廃棄物に危険物質等が含まれる場合、事前に乙へ通知するものとする。

[bookmark: _vceu7nv245cd]第6条（乙の義務）
1. 乙は廃掃法その他関係法令に基づき、適正かつ安全に処理を行う。
2. 処理工程において人身事故・環境事故等が発生した場合、乙は直ちに甲へ連絡し、必要な措置を講じる。
3. 乙は管理票記載事項を確認し、法定期間保存する。
4. 乙は再委託を行う場合、甲の承諾取得および法令遵守を徹底する。

[bookmark: _ak0hx9o0mde2]第7条（再委託）
1. 乙が処理の全部または一部を第三者に再委託する場合、甲の事前書面承諾を必要とする。
2. 再委託先が法令違反や事故を発生させた場合でも、乙は自らの義務と同等の責任を負う。

[bookmark: _e7s5vwbtvol8]第8条（管理票（マニフェスト））
1. 甲は乙に対し、廃掃法に定める管理票を交付する。
2. 乙は処理終了後、必要な管理票控えを甲へ返却する。
3. 甲は管理票の保存義務を負い、乙は管理票に基づく処理報告義務を負う。

[bookmark: _o9nzivq8250f]第9条（法令遵守）
両当事者は、廃掃法、労働安全衛生法、消防法その他関連するすべての法令を遵守するものとする。

[bookmark: _mxxiggo1hd1q]第10条（事故・クレーム対応）
1. 乙の故意・過失により環境汚染・事故が発生した場合、乙は全責任を負い、必要な復旧措置を行う。
2. 甲の提供情報に虚偽があった場合、甲は乙が被った損害を賠償する。
3. 行政機関から指導・報告命令があった場合、当該当事者は速やかに相手方へ通知する。

[bookmark: _h8036au9audv]第11条（秘密保持）
両当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の情報を第三者へ開示しない。ただし、法令に基づく開示命令がある場合はこの限りでない。

[bookmark: _h59uxna7jbc0]第12条（契約期間）
1. 本契約の期間は、締結日から1年間とする。
2. 期間満了の1か月前までに両当事者から別段の意思表示がない場合、同一条件で1年間自動更新される。

[bookmark: _5l1x78ijqn2u]第13条（契約の解除）
次の事由が生じた場合、相手方は催告なく本契約を解除できる。
1. 本契約、法令等に重大な違反があったとき
2. 行政処分により処理業務が停止されたとき
3. 相手方の信用状態が悪化し、契約継続が困難と認められるとき

[bookmark: _i4elk0v73c5o]第14条（損害賠償）
両当事者は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害について賠償責任を負う。

[bookmark: _diumclw2gtqp]第15条（紛争解決）
本契約に関連して紛争が生じた場合、両当事者は協議により解決を図るものとする。協議により解決しない場合は、甲の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄とする。

[bookmark: _foxx4hjq7ysv]第16条（協議事項）
本契約に定めのない事項については、両当事者が協議の上、円満に解決する。





●●年●月●日


【甲】
住所：
名称：
代表者名：


【乙】
住所：
名称：
代表者名：

